
越谷市自治基本条例審議会第３回会議　資料２

※審議会（各部会、グループでの作業・検討）の進捗については、必要に応じて運営・調整委員会で確認することとする。
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凡例：

懇談会の
基本計画
案を立てる

先方に打
診、事前
説明会を
開催する

第１回
全体
会（顔
合せ）

条例スタイルについて検討する

部会案を作る

部会
メン
バー
を決
定す
る

素案を作成する

素案
につ
いて
合意
する

答申
案を
合意
し、
答申
する

B,盛り込むテーマ
と条文を構成する
語句（骨子）をまと

める

A,審議委員間で審
議会の活動概要
等について合意す

る

C.パブリック・イン
ボルブメントを進

める

D,素案をまとめる

E,答申案としての
体裁を整える

条例に盛り込むテーマ
と条文を構成する語句

を集約する

骨子
案と
して
合意
する

グループ毎
の詳細計画
／シナリオ／
役割を検討
する

懇談会を実施する

懇談会結果をまと
める

越谷市自治基本条例審議会・概略日程表（ＮＷ）（案）

素案のフィー
ドバック方法
を検討する

懇談会に素
案をフィード
バックする/素
案のパブリッ
クコメントを行

う

素案
の
フィー
ドバッ
ク方
法を
決定
する

全体会

運営・調
整委員
会

合意すべき作業の全体像
のたたき台を作る

審議会
の活動
概要等
につい
て合意
する

骨子の
イメージ
を検討
する

懇談会の対
象先や方
法・体制を

検討する

最終答申
案を作成す
る

骨子案と懇談会結果、パ
ブリックコメントをすりあ

わせる

骨子案のパブリックコメ
ントを行う

部会中
間
報
告

骨
子
案
を
仕
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げ
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市民参
画Ｐ
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につい
て検討
する組
織を設
置する


